
役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information －

各種使用料の改定について

平成 26年４月１日から消費税が８％になることに伴い、次のとおり各種料金が変更となります。

記載している料金は、変更となる項目のみで、その他料金はこれまでどおりとなります。

さらに詳細を知りたい方は、各料金表に記載されている問い合わせ先へ照会してください。

なお、料金変更日は平成 26年４月１日で、料金欄の（　）内は変更前の料金となります。

●問い合わせ先：総務課総務グループ総務係　☎ 0146・47・2497

室　名
９時～ 13 時 13 時～ 18 時 18 時～ 21 時

室  料 管理料 室  料 管理料 室  料 管理料

大ホール
3,900 円

（3,800 円）
100 円

5,900 円
（5,800 円）

100 円
7,800 円

（7,600 円）
100 円

和　室
3,800 円

（3,700 円）
100 円

ステージ
3,900 円

（3,800 円）
100 円

5,100 円
（5,000 円）

100 円

室　名
９時～ 13 時 13 時～ 18 時 18 時～ 21 時

室  料 管理料 室  料 管理料 室  料 管理料

町民ホール
4,800 円

（4,700 円）
100 円

7,300 円
（7,100 円）

100 円
9,500 円

（9,300 円）
100 円

ステージ
4,700 円

（4,600 円）
100 円

6,200 円
（6,100 円）

100 円

和　室
4,600 円

（4,500 円）
100 円

シアター
4,200 円

（4,100 円）
100 円

5,500 円
（5,400 円）

100 円

レ・コードホール １時間までの使用料 3,700 円（3,600 円）

水道
使用料

用　途
基本料金（一ヶ月につき） 超過料金（一ヶ月につき）

単　位 料　金 単　位 料　金

計量
給水

家事用 使用料５㎥まで 1,640 円（1,600 円） １㎥増すごとに 255 円（249 円）

官公署、会社団体、
その他業務用

使用料 10㎥まで 5,590 円（5,440 円） １㎥増すごとに 255 円（249 円）

営業用 使用料 20㎥まで 7,050 円（6,860 円） １㎥増すごとに 255 円（249 円）

営農用 使用料 20㎥まで 4,930 円（4,800 円） １㎥増すごとに 100 円（ 98 円）

浴場用 使用料 50㎥まで 9,190 円（8,940 円） １㎥増すごとに 153 円（150 円）

臨時用その他 使用料 10㎥まで 7,390 円（7,190 円） １㎥増すごとに 511 円（498 円）

下水道

使用料
種　別 施設使用料

基本料金 超過料金

汚水料 料　金 汚水料 料　金

一般用
200 円

５㎥まで 860 円（840 円） １㎥につき 172 円（168 円）

公衆浴場用 100㎥まで 2,980 円（2,900 円）１㎥につき 29 円

種　類 料金

町民ホール放送設備一式（音響調整卓、ステージスピーカーほか） 5,100 円（5,000 円）

　　〃　　照明設備一式（照明調整卓、サスペンションライトほか） 5,100 円（5,000 円）

　　〃　　舞台設備一式（平台、毛せん、譜面台、指揮者台ほか） 5,100 円（5,000 円）

　　　〃　　グランドピアノ一台 5,100 円（5,000 円）

室名／区分
９時～ 13 時 13 時～ 18 時 18 時～ 21 時

室  料 管理料 室  料 管理料 室  料 管理料

団
体
専
用

体 

育 

室

スポーツ活動に使用
（営利などの目的）

4,000 円
（3,900 円）

100 円
4,500 円

（4,400 円）
100 円

7,600 円
（7,400 円）

100 円

目的外使用
（営利など以外の目的）

5,000 円
（4,900 円）

100 円
6,000 円

（5,900 円）
100 円

8,100 円
（7,900 円）

100 円

目的外使用
（営利などの目的）

7,000 円
（6,900 円）

100 円
10,100 円

（9,900 円）
100 円

15,300 円
（14,900 円）

100 円

①生活館などの集会施設使用料（問い合わせ先　役場　☎ 0146・47・2111）

②新冠町判官館森林公園使用料（問い合わせ先　役場産業課　☎ 0146・47・2183）

④小動物焼却手数料（問い合わせ先　役場町民生活課　☎ 0146・47・2112）

③西泊津ヒルズパーク・パークゴルフ場（問い合わせ先　パークゴルフ場　☎ 0146・47・4466）

⑤し尿処理手数料（問い合わせ先　日高中部衛生施設組合　新ひだか町役場住民福祉部環境生活課内　☎ 0146・43・2112)

⑥農業経営基盤強化促進事業に関する嘱託登記手数料（問い合わせ先　役場農業委員会　☎ 0146・43・2472）

⑦診療関係手数料・使用料（問い合わせ先　新冠町立国民健康保険診療所　☎ 0146・47・2411）

⑧新冠町民センター使用料（問い合わせ先　新冠町民センター　☎ 0146・47・2106）

⑨新冠町民スポーツセンター、節婦体育館使用料（問い合わせ先　新冠町民センター　☎ 0146・47・2106）

⑩新冠町レ・コード館使用料・付属設備使用料（問い合わせ先　新冠町レ・コード館　☎ 0146・45・7833）

⑪水道・下水道使用料（問い合わせ先　役場建設水道課　☎ 0146・47・2518）

その2

料　金

１日につき 10,200 円（10,000 円）

種　類

婚礼や葬儀に使用する場合

料　金

67 円（65 円）

種　類

し尿処理手数料（10 Ｌあたり）

料　金

 1,080 円（ 1,050 円）

10,800 円（10,500 円）

使用料

健康診断料

死体検案料

単位／料金

１筆増すごとに 400 円

１筆増すごとに 400 円

１筆増すごとに 400 円

１筆 4,300 円（4,200 円）

１筆 3,800 円（3,700 円）

１筆 8,700 円（8,500 円）

種　類

土地の表示の変更

登記名義人の表示変更・更正

所有権の移転

料　金

 3,240 円（ 3,150 円）

 1,080 円（ 1,050 円）

 6,100 円（ 6,000 円）

 4,100 円（ 4,000 円）

10,200 円（10,000 円）

 5,600 円（ 5,500 円）

複雑なもの１枚につき

簡単なもの１枚につき

胃部Ｘ線検査料

血液検査料

胃部内視鏡検査料

前立腺検査料

手数料

文書料
（証明書、診断書）

料　金

12,300 円（12,000 円）

種　類

小動物焼却手数料（町外者）

料　金

小人 4,300 円（4,200 円）大人 8,700 円（8,500 円）

種　類

シーズン券

料　金

１夜につき 5,600 円（5,500 円）

種　類

キャンプ場バンガロー
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